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給 食 業 務 委 託 仕 様 書 

 

１．契約 の名 前 特別養護老人ホーム袋井ゆうあいの里の給食業務委託 

２．委 託 場 所  静岡県袋井市小山１４１０－１ 

３．対    象  特養入居者     定員８０名（８ユニット） 

短期入所利用者   定員１０名（１ユニット） 

 

４．給 食 時 間     

  （１）朝   食    ７時３０分～  

  （２）昼   食   １１時３０分～ 

  （３）お や つ   １５時００分～ 

  （４）夕   食   １７時３０分～ 

  （５）施設の行事等により時間を変更する場合は、事前に連絡する。 

   

５．業務の内容 

（１） 調理 

給食業務が入居者に対する栄養管理の一環であることを認識のうえ、委託

者の作成した献立に基づき適正に選択された食材料を使用し、現地調理加

工を基本とし、所要の栄養量が確保される調理調整を行うものとし、委託

者の指定した方法により、適時適温、各季節の行事食、お誕生日のお祝い

膳等を提供すること。 

行事食・イベント食等は施設側と相談し、内容等を決定すること。 

（２） 食事区分 

・普通食 

・ゴクキザミ食 

・ペースト食 

・ソフト食（再形成して盛りなおす） 

（３） 配膳・下膳 

・特養・ショート 

料理は保温ボックスに収めカートにて、各ユニットまで配達し、下膳に 

ついては各ユニットまでカートを下げに行くこととする。      

（４） 保存食、検食 

原材料、調理したものを毎食毎に保存し、検食を受け、その結果について

検食簿に記録し食事の内容向上に反映させるものとする。 

（５） 食器等の洗浄、消毒及び保管 

使用した食器類調理器具類、厨房器具等の洗浄及び消毒をし、清潔に保管 

しなければならない。 

（６） 施設、設備の掃除及び日常点検 

施設、設備を定期的に掃除及び消毒をし、日常点検をするとともに整理整

頓をしなければならない。 

（７） 厨芥の処理 

厨芥は適正に処理をする。 
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６．調理従事者及び給食受託責任者 

（１） 調理に従事する者は、集団給食に相当の経験を有し、２名以上は調理師の

資格があり３年以上の経験者であること。併せて、常に適切な従業員を確

保し、従業員に欠員が生じないよう努めること。 

（２） 調理に従事する者の中から従事者の監督にあたり施設との連絡調整をとる

ために給食受託責任者を選任すること。 

（３） 業務責任者が欠けたときは、その職務を代行する業務責任者代理を選任す

ること。 

（４） 調理従事者については、事前に施設に届出をすること。また、調理従事者

に異動がある場合も同様とする。 

（５） 調理に従事する者は、施設の栄養管理会議に参加すること。 

（６） 調理従事者及び給食受託責任者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らし

てはならない。契約解除及び期間満了後においても同様とする。 

７．施設、設備、器具等の使用 

（１） 調理は施設に備えてある設備、器具等を使用して行うこと。 

（２） 施設、設備、器具等を破損した場合は施設長に報告し、その指示に従うも

のとする。 

（３） 施設、設備、器具等は常に使用できる状態に保つこと。 

８．安全、衛生管理 

（１） 業者の責任において業務従事者の健康診断は年２回以上、検便は毎月１回

以上定期的に行いその結果を速やかに施設長に文書で報告すること。 

（２） 前記の検査結果おいて、食品衛生上支障のある者又は下痢症状、発熱、咳、 

外傷、皮膚病等伝染性疾患のような食品衛生上支障のおそれの有る者を調

理業務に従事させないこと。 

（３） 調理室では、私物の持込、喫煙、その他衛生上支障となる行為をしてはな

らない 

９．緊急時対応 

   災害及び食中毒発生時の対応について、組織図・連絡網図等を用意するとともに、 

   施設にて実施する防災訓練等に積極的に参加し、災害の未然防止に努めること。 

１０．契約方法について 

（１） 契約は、１食あたりの単価契約とし、支払は、契約単価×実績とする。尚、

食材費は内訳を設定する。業務委託管理費は１ヶ月あたりの管理費とする。 

（２） 契約期間は令和８年４月１日から令和１１年３月３１日迄とする。 
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 経費の負担区分 

※別紙１                       （甲：施設）（乙：委託者） 

区           分 甲 乙 

基本厨房設備費 ○  

その修理・補充 ○  

什器備品 ○  

その補充 ○  

食 器 ○  

光熱給水費 ○  

給食書類印刷 ○  

食札立て ○  

薬剤 ○  

検食費 ○  

残菜処理費 ○  

厨房従業員労務費  ○ 

食材料費  ○ 

検便・検診料  ○ 

白衣・長靴・前掛け・三角巾  ○ 

消耗品費  ○ 

営業許可申請費  ○ 

業務用通信費・電話料・切手代  〇 

害虫駆除・消毒費 ○  

更衣室及び事務室の設置 ○  

グリストラップ清掃 ○  
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 給食業務の分担 

※別紙２                       （甲：施設）（乙：委託者） 

             ○は主たる担当、△はその業務の一部を補助として行う。 

区分 業     務     内     容 甲 乙 

栄 
 

養 
 

管 
 

理 

 

施設の入所者等の食事の提供における運営の総括 

栄養管理委員会の開催、運営 

施設内関係部門との連絡、調整 

献立表作成基準（治療食等を含む）の作成 

献立表の作成（現地料理の場合） 

献立表の確認（現地調理の場合） 

献立表の作成（セントラルキッチンの場合） 

献立表の確認（セントラルキッチンの場合） 

食数の指示、管理 

食事箋の管理 

嗜好調査、喫食調査等の企画、実施 

検食の実施、評価 

関係諸官庁等に提出する食事の提供関係の書類等の確認、提出、 

保管管理 

上記書類等の作成 

上記以外の食事の提供関係の伝票の整理、報告書の作成保管 

作業仕様書の作成（治療食の調理に対する指示を含む） 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

〇 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

〇 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

△ 

調 
理 

作 

業 

管 

理 

 

作業仕様書の確認（治療食の調理に対する指示を含む） 

作業計画書の作成 

作業実施状況の確認 

調理 

配膳、下膳 

食器洗浄消毒 

管理点検記録の作成 

管理点検記録の確認 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

材
料
管
理 

食材調達（契約から検収まで） 

食材の点検 

食材の保管、在庫管理、出納業務 

食材の使用状況の確認 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

 

施
設
管
理 

給食施設、主要な設備の設置、改修 

給食施設、主要な設備の管理 

その他の設備（調理器具、食器等）の確保、保守管理 

使用食器の確認 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

○ 
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労
務
管
理 

勤務表の作成 

業務分担、職員配置表の提示 

業務分担、職員配置表の確認 

 

 

 

○ 

 

○ 

○ 

 

 

衛 
 

生 
 

管 
 

理 

衛生面の遵守事項の作成 

食材の衛生管理 

施設、設備（調理器具、食器等）の衛生管理 

衣服、作業者等の清潔保持状況等の確認 

保存食の確認 

直接納入業者に対する衛生管理の指示 

衛生管理簿の作成 

衛生管理簿の点検、確認 

緊急対応を要する場合の指示 

○ 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

研 

修 

等 

 

調理従事者等に対する研修、訓練 

 

  

○ 

労
働
安
全
衛
生 

健康管理計画の作成 

定期健康診断の実施 

健康診断結果の保管 

健康診断実施状況等の確認 

検便の定期実施 

検便結果の確認 

事故防止対策の策定 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

 

 


